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次  第 

平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   平成３０年 ８月１７日（金） 

                    午後２時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市立小･中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

（議案第５９号） 

（２）平成３０年度本庄市教育予算補正（９月）について（議案第６０号） 

５．教育長の報告 

６．その他 



７．閉 会 

配付資料 

・「平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会議案 新旧対照表」 

・「平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「教育長の行動記録」 

・「平成３０年度 市内小中学校運動会・体育祭日程表」 

・「生涯学習課－事業報告・今後の事業等開催予定－」 

・「ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 が本庄市で開幕！」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。 

教 育 長  それでは、署名をお願いします。（岡崎委員） 

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。本日は、

落合委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案２件でございます。

そのうち議案第６０号については、平成３０年本庄市議会第３回定例会の提

出案件であるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７

項ただし書の規定により非公開としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 ご異議ございませんので、議案第６０号の審議については、非公開といた

します。 

従いまして、議案第６０号については、非公開での審議といたします。 

なお、議案第６０号の審議につきましては、議事の進行上、日程６の「そ

の他」が終了した後に、非公開会議として、審議を進めたいと思います。 



それでは、議案第５９号について、事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

議案第５９号「本庄市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正

する規則」について、ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。併せまして、議案の新旧対照表の

３ページ、４ページをお願いいたします。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市立学校小規模特認校を設置するため、所要の改正をした

いので、この案を提出するものでございます。 

補足の説明をさせていただきます。 

小規模特認校とは、特別支援学級を除き全学級が６学級以下の小規模校に

おいて、きめ細かく特色ある教育を受けることを希望する保護者に対し、指

定校を変更して通学できる学校のことをいいます。 

この小規模特認校を設置するにあたり、通学区域に関する規則の一部を改

正する規則を提案させていただくものであります。 

次に、議案内容について説明いたします。 

本庄市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を次のように改正いた

します。改正箇所につきましては、新旧対照表の３ページ、４ページを併せ

てご覧ください。 

別表第２中の「教育的配慮による場合」の３つの事由の下に、「小規模特認

校に就学を希望する場合」、「教育長が指定した区域に居住し、別に定める学

校に就学を希望する場合」の事由を加え、対象学年を「全学年」、許可期限を

「卒業まで」、添付書類を「なし」、決裁権者を「教育委員会事務局長」に改

めます。 

附則として、この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。といたし

ます。 

以上で、議案第５９号、「本庄市小・中学校の通学区域に関する規則の一部

を改正する規則」の説明を終わりにします。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

落合委員 今まで本市で小規模特認校のように少人数によるきめ細やかな教育を受

ける希望の申し出等はありましたか？ 

木村学校教

育課長 

本市の場合は、小規模特認校を認めていなかったので、新たにこの定例会

で承認を受けることで、これからそういった希望があった場合に対応をして

いきたいと考えています。現在のところ、小規模特認校に類似するような教

育を受けたいといった希望は出ておりません。 



岡崎委員 今回、小規模特認校を設置するに至った経緯を教えてください。 

木村学校教

育課長 

これまで通学区については指定校という形で、この地域に住んでいるお子

さんはこの学校という風に指定していましたが、小規模の学校できめ細やか

な指導を受けたいとか、特色ある教育活動を受けたいという希望がある場合

は、指定校の縛りを外して、特認校として指定した学校に通えることが出来

るようにしたいと考えております。 

市内で小規模校の条件に当てはまる学校としては、仁手小学校、藤田小学

校、秋平小学校、共和小学校の４校となります。しかし、一人ひとりへのき

め細やかな指導、特色ある教育活動を受けたいといった事を考えた時に、た

とえ１学年に１学級だったとしても１学級に４０人近い人数がいる学校を

小規模校と言えるのかといった課題を検討した結果、小規模校の基準として

１学級がおおむね１８人以下の場合、きめ細やかな教育を受けることが出来

ると考え、小規模特認校として認めることとしたいと考えております。 

現在、市内でこの条件に該当する学校は、仁手小学校の１校となるため、

小規模特認校としては仁手小学校を視野に入れて検討しているところでご

ざいます。 

仁手小学校の場合、現在それぞれの学年が１０人程度の人数となってお

り、一番多い学年が１８人となっているため、本市の小規模特認校の基準を

「１学級の人数がおおむね１８人以下」とさせていただきました。 

落合委員 小規模特認校を選択することが出来るといった情報は保護者にどのよう

にお知らせするのかを教えていただきたい。 

木村学校教

育課長 

今後の予定としては、本日の議案が承認されましたら、「広報ほんじょう」

で小規模特認校設置について、市民の皆さまに広くお知らせする予定です。

加えて、新１年生の就学時健康診断に合わせて新入学児童及び在校生の保

護者にも小規模特認校の案内通知を作成し、お知らせをしていきたいと考え

ております。 

その後、希望がある家庭については、１１月くらいに学校見学や教育委員

会及び学校長との面接をしていただき、１２月に申請期間を設けて、１２月

末に決定をするといった流れを考えております。 

今井委員 希望者は誰でも小規模特認校に入ることが出来るのでしょうか。仮に希望

する子どもがクラスに馴染めず、せっかく小規模校を設置してもクラスが機

能しなくなるような可能性もあると思いますが、希望者の面接等でそういっ

たことを回避することを考えていますか。 

木村学校教

育課長 

希望者については、教育委員会及び学校長との面接をしますので、今井委

員が心配されているような子どもの様子や生活態度も含めて、検討していく



ことになると思います。 

落合委員 小規模特認校を案内する広報や通知をする際には、きめ細かい教育を受け

ることが出来るといった小規模校ならではの良いところをたくさん宣伝し

ていただき、興味を示してくれる人を集めて、「あそこに行きたい」と思って

もらえるような内容にしていただきたい。 

木村学校教

育課長 

今回提案している小規模特認校については、教育委員の皆さまからお話し

ていただいたとおり、きめ細やかな教育を受けたいといった希望に応えられ

るような案内及び周知の方法を考えていきたいと思います。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教育委員 ≪なし≫ 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５９号については、原案の

とおり承認することでご異議ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５９号「本庄市立小・中学校の通学区域に

関する規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。 

これで、「議事」を終了します。 

教 育 長 次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。「行動記録」をご覧くだ

さい。 

前回７月２６日の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させ

ていただきます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

２７日に北部地区の人権教育実践報告会が深谷市民文化会館を中心に開

催されました。本市からは「障害のある人」分科会で旭小学校が発表を行い

ました。 

３０日に交通安全子供自転車大会埼玉県大会優勝の報告に本庄東小学校

が来庁しました 

８月８日に東京ビックサイトで全国大会が開催され、私も応援に駆けつけ

ました。初出場ながら大変健闘しましたが、惜しくも１１位となり、１０位

までの入賞には届きませんでした。子供たちにとって大変貴重な経験となり

ました。本庄警察署、交通安全協会等関係者の皆様に感謝申し上げます。 

お盆の時期を中心に年休、夏季休暇を取らせていただきました。 

行動記録については、以上です。 

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。 

事務局から何かございますか。 

高橋教育総 第２回の総合教育会議ですが、１１月１３日（火）に予定されています。



務課長 今回につきましては、児玉中学校の４時間目の授業を見ていただき、その後、

給食を食べて、午後に会議を開く予定です。そのため、午前１１時半頃から

の開始となる予定です。また、教育委員会定例会も総合教育会議の後に同じ

く児玉中学校の会議室で開催する予定です。よろしくお願いします。 

次に、お手元に今年度の各小中学校の運動会・体育祭の日程表をお配りし

てあります。各学校からの案内はまだこれからとなるようですが、ご参加い

ただける場合の参考としていただければと思います。 

以上でございます。 

加藤生涯学

習課長 

生涯学習課から事業の報告と今後の事業の開催予定についてでございま

す。 

まず、報告でございますが、本庄市こども会育成会連合会主催によります

「夏期リーダー研修会」が８月１１日から１２日の１泊２日で行われまし

た。毎年恒例行事でございます自然体験活動の場所は、榛名高原学校で、カ

ッター訓練、野外炊事、レクリエーション、ハイキングを行いました。参加

者は、市内の小学校６年生で４４名が参加し、本子連等役員２２名、生涯学

習課職員４名、青少年相談員２名の協力で行われました。 

今後の事業の開催予定でございますが、１番目として「児玉文化会館自主

文化事業セルディシアター」を開催いたします。８月２５日土曜日、セルデ

ィで午前１０時と午後２時の２回 子ども向けの映画を上映いたします。 

２番目として、本庄市子ども会育成会連合会主催によります「運動会」の

開催でございます。９月１日土曜日、午前９時から正午まで、本庄総合公園

体育館で行われます。 

３番目として、総検校塙保己一先生遺徳顕彰会主催によります、「顕彰祭」

の開催でございます。日時は、先生の命日である９月１２日、午後２時から

で、会場は、児玉文化会館でございます。来場者全員による菊の献花を行っ

た後、「おぬきのりこ＆杉山茂生ジャズトリオ」の皆様による「塙保己一に捧

ぐ」などの記念コンサートを予定しております。 

以上でございます。 

堀口体育課

長 

体育課からは、ブラインドサッカー東日本リーグ２０１８開催のお知らせ

をいたします。お手元のＡ４チラシをご覧下さい。９月２日（日）に若泉運

動公園多目的グラウンド（人工芝）を会場に、ブラインドサッカー東日本リ

ーグ２０１８の第１節が開催されます。ブラインドサッカーが３試合、ロー

ビジョンフットサルが１試合行われます。また、当日は、元サッカー日本代

表で一般社団法人日本障害者サッカー連盟会長の北澤豪氏が来場し、トーク

ショーやブラインドサッカーの体験教室が行われる予定です。事前申込みは



以上のとおり、会議次第を記載して相違ないことを証するためここに署名する。

本庄市教育委員会教育長

本庄市教育委員会委員

書     記

必要ありません。参加費や試合観戦は無料です。試合の詳細やトークショー

については、チラシをご覧ください。 

また、このお知らせは、広報ほんじょう８月１５日号にも掲載されており

ます。 

体育課からは以上です。 

教 育 長 他に事務局から何かございますか。 

特にないようですので、次に、次回定例会の日程を確認いたします。 

平成３０年第９回定例会を９月２１日金曜日午後２時３０分から、場所は

市役所委員室となりますが、ご都合はよろしいでしょうか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 それでは次に、平成３０年第１０回定例会の日程について、事務局から説

明を求めます。 

高橋教育総

務課長 

平成３０年第１０回定例会につきましては、第３木曜日である１０月１８

日（木）午後２時３０分からの開催でお願いしたいと考えております。 

以上でございます。 

教 育 長 それでは、来月再度確認いたしますが、平成３０年第１０回定例会を１０月

１８日木曜日、午後２時３０分からの開会で予定しておきたいと思います。

これで、公開での会議を終了します。 

これより、非公開により会議を進めます。 

[ 非公開 ] 

議案第６０号 平成３０年度本庄市教育予算補正（９月）について      《承認》 

教 育 長 以上で、平成３０年第８回本庄市教育委員会定例会を閉会いたします。 


